
上三川町
交通事故発生状況

6月

今月の休日納税相談

件数

負傷者数

死者数

11件

16人

0人

5月

4件

6人

0人

日時＝8月30日（日）
　　　午前  8時30分～
　　　　　11時00分
場所＝1階　税務課窓口
連絡先＝税務課 納税係

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
　 028-684-5458

広報かみのかわ  27.8.1

◯
健
康
課
よ
り

水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
無
理
な
く
体

を
動
か
し
ま
し
ょ
う
！

室
内
で
の
ス
ト
レ
ッ
チ
・
筋
力
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
、プ
ー
ル
で
の
水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
を
通
し
て
、楽
し
く
運
動
習
慣
を
身
に

つ
け
、生
活
習
慣
の
改
善
を
め
ざ
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
町
内
に
お
住
ま
い
の
40

歳
〜
69
歳
の
方（
初
回
参
加
の
方

に
限
り
ま
す
。）

▼
定
員
＝
先
着
25
名

▼
日
時
＝
9
月
30
日
か
ら
12
月
16

日
ま
で
の
毎
週
水
曜
日（
全
12
回
）

▼
時
間
＝
午
後
1
時
〜
3
時

▼
場
所
＝
い
き
い
き
プ
ラ
ザ 

▼
費
用
＝
無
料

▼
申
込
方
法
＝
電
話
に
て
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　
　
　
　

9
1
3
3

夏
季
は
献
血
者
が
減
少
し
、輸

血
用
血
液
が
不
足
す
る
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

ぜ
ひ
、多
く
の
方
に
献
血
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
8
月
24
日（
月
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
4
時

▼
対
象
年
齢
＝
16
歳
〜
69
歳

（
65
歳
以
上
の
方
の
献
血
に
つ
い

て
は
、60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
間

に
献
血
経
験
が
あ
る
方
に
限
り

ま
す
。）

▼
献
血
種
類
＝
2
0
0
ml
又
は

4
0
0
ml
の
全
血
献
血

▼
場
所
＝
上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ

検
診
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　
　
　
　

9
1
3
3

○
福
祉
課
よ
り

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特

別
弔
慰
金（
第
十
回
特
別
弔
慰
金
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
＝
平
成
27
年
4
月

1
日
に
お
い
て
、戦
没
者
等
の
妻

や
父
母
等
が
い
な
い
場
合
に
、次

の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺

族
お
一
人
に
特
別
弔
慰
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

▼
順
番
＝
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時

の
ご
遺
族
で

　

1　

平
成
27
年
4
月
1
日
ま
で

に
昭
和
27
年
に
支
給
さ
れ
た
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

　

2　

戦
没
者
等
の
子

　

3　

戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、生
計
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
、順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

　

4　

前
述
1
か
ら
3
以
外
の
戦

没
者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

（
甥
、姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
1
年
以
上
の
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
人
に
限
り
ま
す
。

▼
支
給
内
容
＝
額
面
25
万
円
、5

年
償
還
の
記
名
国
債

▼
請
求
期
間
＝
平
成
30
年
4
月
2
日
ま
で

※
恩
給
等
を
受
け
て
い
る
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　
　
　
　

9
1
2
8

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、所

得
の
少
な
い
方
へ
の
負
担
を
緩
和
す

る
た
め
に
支
給
す
る
給
付
金
で
す
。

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。対
象
者
に
な
る

可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、申
請
書
を

9
月
中
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
＝

　

平
成
27
年
度
分
の
住
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
方
。た
だ
し
、

課
税
者
の
扶
養
親
族
や
生
活
保

護
受
給
者
等
は
除
き
ま
す
。

▼
支
給
額
＝
1
人
に
つ
き
6
、0
0
0
円

▼
受
付
期
間
＝

　

9
月
14
日（
月
）か
ら
1
月
29
日

（
金
）（
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効
）

▼
提
出
書
類
＝

　

●
申
請
書

　

●
本
人
確
認
書
類
の
写
し（
運

　

転
免
許
証
、写
真
付
き
住
民

　

基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）

　

●
指
定
し
た
口
座
が
確
認
で
き

　

る
通
帳
等
の
写
し（
昨
年
度
と

　

同
じ
口
座
の
場
合
は
不
要
）

　

●
印
か
ん（
押
印
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　
　
　
　

9
1
2
8

912156

30

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て

う
き
浮
き
水
中
運
動
教
室

（
秋
コ
ー
ス
）参
加
者
募
集

56

56

56

56

今 月 の 納 期

町県民税………第2期
国民健康保険税…第2期
介護保険料………第2期
後期高齢者医療保険料…第2期
連絡先＝税務課 納税係

納期限 8月31日（月）

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

912156

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ
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【犯罪被害相談日時】 平日午前10時～午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ　　028-643-3940

▼
該
当
者
＝
平
成
27
年
中
に
結
婚

50
周
年
に
な
る
夫
婦（
昭
和
40

年
1
月
1
日
〜
12
月
31
日
の
間

に
婚
姻
の
届
け
を
出
し
た
方
）

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

高
齢
者
支
援
係

　
　
　
　

9
1
0
2

○
産
業
振
興
課
よ
り

農
作
物
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
た

め
、カ
ラ
ス
等
の
有
害
鳥
獣
の
駆
除
を

実
施
し
ま
す
。駆
除
は
銃
器
を
使
用

し
て
行
い
ま
す
の
で
、ご
理
解
、ご
協

力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
9
月
5
日（
土
）・
6
日

（
日
）午
前
7
時
〜
午
後
5
時

▼
実
施
場
所
＝
上
三
川
町
内
全
域

▼
対
象
鳥
獣
＝
カ
ラ
ス
・
カ
ル
ガ
モ

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

産
業
振
興
課　

農
産
園
芸
係

　
　
　
　

9
1
3
8

○
住
民
生
活
課
よ
り

▼
資
源
物
と
ご
み
＝
お
盆
期
間
中

も
通
常
通
り
収
集
し
ま
す
。

▼
し
尿
汲
み
取
り
＝
栃
南
産
業
・
マ

ル
フ
ジ
と
も
に
8
月
13
日（
木
）

〜
16
日（
日
）が
休
み
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

●
ご
み
に
関
す
る
こ
と

　

住
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　
　
　
　

9
1
3
1

●
し
尿
に
関
す
る
こ
と

　

㈱
栃
南
産
業　
　
　

 

5
5
5
7

　

㈲
マ
ル
フ
ジ　
　
　

 

6
5
4
4
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①
休
日
保
育
に
つ
い
て

町
で
は
日
曜
日
や
国
民
の
祝
日

等
の
休
日
に
、保
護
者
の
就
労
等
に

よ
り
保
育
が
必
要
な
児
童
を
保
育

す
る「
休
日
保
育
」を
実
施
し
て
い

ま
す
。

▼
対
象
児
童
＝
日
曜
日
や
国
民
の

祝
日
等
に
保
護
者
の
就
労
等
に

よ
り
保
育
が
必
要
な
満
１
歳
半

以
上
就
学
前
ま
で
の
児
童
で
、町

内
在
住
で
保
育
所（
園
）に
入
所

（
園
）し
て
い
る
児
童

▼
実
施
場
所
＝
上
三
川
保
育
園

▼
利
用
時
間
＝
午
前
8
時
〜
午
後

6
時

▼
利
用
料
金
＝
無
料（
た
だ
し
、保

険
料
等
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。）

▼
利
用
方
法
＝
休
日
に
就
労
し
て

い
る
こ
と
の
証
明
書
等
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、福
祉
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
新
年
度
保
育
所
等
入
所
受
付
に

つ
い
て

平
成
28
年
4
月
の
入
所
受
付
に

つ
い
て
、今
年
は
10
月
頃
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。詳
細
等
が
決
定
次

第
、広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、今
し
ば
ら
く

お
待
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課
子
ど
も
・
子
育
て
係

　
　
　
　

9
1
3
0

○
保
険
課
よ
り

〜
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
は
、必

ず
第
三
者
行
為
に
関
す
る
届
出

を
！
〜

交
通
事
故
の
よ
う
に
第
三
者
か

ら
傷
害
を
受
け
て
け
が
を
し
た
と

き
は
、原
則
と
し
て
加
害
者
が
治

療
費
を
全
額
負
担（
自
賠
責
保
険

な
ど
）す
べ
き
も
の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
証
を
使
っ
て
治

療
を
受
け
た
場
合
に
は
、加
害
者

が
負
担
す
べ
き
医
療
費
を
国
民
健

康
保
険
で
一
時
立
て
替
え
を
し
、あ

と
か
ら
加
害
者
に
費
用
を
請
求
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。国
保
で
治
療

を
受
け
た
と
き
は
、「
第
三
者
行
為

に
関
す
る
届
出
」を
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、相
手
の
い
な
い
交
通
事
故

（
自
損
事
故
）の
場
合
も
届
出
が
必

要
で
す
の
で
、速
や
か
な
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
加
害
者
と
示
談
が
成
立
し
、す

で
に
治
療
費
を
受
け
取
っ
て
い

る
場
合
な
ど
は
保
険
証
が
使
え

ま
せ
ん
。示
談
を
結
ぶ
前
に
保
険

課
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
に
必
要
な
も
の
＝

　

・
保
険
証　

　

・
印
か
ん

　

・
交
通
事
故
証
明
書

　

☆
被
害
届

　

☆
事
故
状
況
報
告
書

　

☆
念
書

　

☆
誓
約
書

☆
の
書
類
は
保
険
課
窓
口
で
お
渡

し
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　
　
　
　

9
1
3
4

町
で
は
毎
年
、敬
老
会
に
お
い
て

結
婚
50
周
年
の
ご
夫
婦
に
記
念
品

を
贈
り
、お
祝
い
を
し
て
お
り
ま

す
。今
年
度
該
当
す
る
方
は
、8
月

21
日（
金
）ま
で
に
保
険
課
高
齢
者

支
援
係
ま
で
届
出
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

届
出
書
は
、保
険
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
の
で
印
か
ん
を
持
参
の
上
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

保
育
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

お
盆
期
間
中
の
資
源
物
と

ご
み
の
収
集
・
し
尿

汲
み
取
り
に
つ
い
て

56

56

56

56

5356

56

国
民
健
康
保
険
に

加
入
の
皆
様
へ

金
婚
式
を
迎
え
ら
れ
る

ご
夫
婦
の
皆
様
へ

カ
ラ
ス
等
の
駆
除
の

実
施
に
つ
い
て
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火災情報は……………　　  7311へ53

資
源
ご
み
と
し
て
収
集
で
き
る

布
類
は
、シ
ャ
ツ
や
ト
レ
ー
ナ
ー
な

ど
の
衣
類（
中
に
綿
の
入
っ
た
ジ
ャ

ン
パ
ー
等
は
除
く
）と
、て
ぬ
ぐ
い

や
タ
オ
ル
な
ど
の
小
さ
な
布
類
に

限
ら
れ
ま
す
。

布
団
、枕
、座
布
団
、毛
布
、カ
ー

テ
ン
な
ど
は
、粗
大
ご
み
と
な
り
、

資
源
ご
み
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
事
業
系
ご
み
の
排
出
に
つ
い
て
】

会
社
や
お
店
な
ど
の
仕
事
等
に

よ
っ
て
発
生
し
た
ご
み
は
事
業
系

ご
み
に
当
た
り
ま
す
。

事
業
系
ご
み
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

事
業
系
ご
み
を
処
分
す
る
場
合

は
、各
自
で
ク
リ
ー
ン
パ
ー
ク
茂
原

に
持
ち
込
み
有
料
に
て
処
分
す
る

か
、町
か
ら
許
可
を
受
け
た
業
者
に

依
頼
し
て
収
集
運
搬
し
て
も
ら
う

方
法
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　
　
　
　

9
1
3
1

32

み
な
さ
ん
が
、地
域
の
環
境
美
化

に
取
り
組
ん
で
い
る
一
方
で
、様
々

な
場
所
へ
の
不
法
投
棄
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
と
は
空
き
地
や
山

林
、河
川
な
ど
に
粗
大
ご
み
や
家
電

な
ど
の
一
般
廃
棄
物
や
、金
属
く
ず

や
が
れ
き
類
な
ど
の
産
業
廃
棄
物

な
ど
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。

町
で
は
、こ
れ
ら
の
不
法
投
棄
対

策
の
為
、職
員
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル

や
、不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
の
排
出

者
を
特
定
す
る
調
査
も
行
い
、悪
質

と
判
断
し
た
場
合
に
は
警
察
と
連

携
し
対
処
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　
　
　
　

9
1
3
1

「
洗
濯
物
に
煙
の
臭
い
が
つ
い
て

し
ま
う
」「
煙
の
臭
い
で
窓
が
開
け

ら
れ
な
い
」な
ど
、ご
み
を
焼
却
し

た
際
に
発
生
す
る
煙
や
臭
い
で

困
っ
て
い
る
人
が
ご
近
所
に
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。ご
み
を
野
外
で
焼

却
す
る
こ
と
は
、原
則
と
し
て
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。家
庭
か
ら
出
た
ご

み
に
つ
い
て
は
、分
別
方
法
に
従
い

決
め
ら
れ
た
日
に
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。

思
い
や
り
の
心
で
、み
ん
な
が
住

み
よ
い
環
境
づ
く
り
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　
　
　
　

9
1
3
1

○
都
市
建
設
課
よ
り

▼
募
集
住
宅
＝

下
町
第
一
町
営
住
宅

　
　
　

3
Ｄ
Ｋ　

2
戸

　
　
　

2
Ｄ
Ｋ　

2
戸

下
町
第
二
町
営
住
宅

　
　
　

3
Ｄ
Ｋ　

1
戸

　
　
　

4
Ｄ
Ｋ　

1
戸

▼
受
付
期
間
＝
8
月
3
日（
月
）〜

8
月
14
日（
金
）（
土
日
、祝
日
を

除
く
。）

▼
家
賃
月
額
＝

　

下
町
第
一　

2
Ｄ
Ｋ（
昭
和
50
年
築
）

1
0
、4
0
0
〜
2
0
、5
0
0
円

2
Ｄ
Ｋ（
昭
和
52
年
築
）

　

1
0
、8
0
0
〜
2
1
、3
0
0
円

　

3
Ｄ
Ｋ（
昭
和
53
年
築
）

　

1
2
、4
0
0
〜
2
4
、3
0
0
円

下
町
第
二 

　

3
Ｄ
Ｋ（
平
成
3
年
築
）

　

1
8
、7
0
0
〜
3
6
、8
0
0
円

　

4
Ｄ
Ｋ（
平
成
5
年
築
）

　

2
1
、5
0
0
〜
4
2
、3
0
0
円

※
入
居
者
の
年
収
等
に
よ
り
決
ま

り
ま
す
。

※
入
居
に
は
、家
賃
の
3
か
月
分
の

敷
金
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

都
市
建
設
課　

管
理
係

　
　
　
　

9
1
4
6

▼
利
用
者
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
、

公
園
内
で
は
ラ
ジ
コ
ン
機
（
ド

ロ
ー
ン
等
を
含
む
）の
利
用
は
で

き
ま
せ
ん
。皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

都
市
建
設
課　

管
理
係

　
　
　
　

9
1
4
6

○
上
下
水
道
課
よ
り

▼
日
時
＝
平
成
27
年
8
月
21
日

（
金
）
〜
平
成
27
年
12
月
25
日

（
金
）午
前
9
時
〜
午
後
5
時

▼
区
域
＝
上
三
川
町
内（
一
部
宅
地

内
）

お
も
に
昨
年
度
に
設
置
さ
れ
た

公
共
汚
水
桝
等
を
調
査
し
ま
す
。

調
査
の
際
に
は
、調
査
員
が
宅
地
内

に
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、調
査
員
は
町
発
行
の
身

分
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

下
水
道
係

　
　
　
　

9
1
4
4

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

公
園
利
用
に
つ
い
て

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
！

布
類
・
資
源
ご
み
の

分
別
に
ご
注
意
!!

廃
棄
物
の
野
外
焼
却
は

原
則
禁
止
で
す
！

下
水
道
台
帳
作
成
に

伴
う
調
査
に
つ
い
て

56

56

56

56

5656
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【交通事故巡回相談】 日時＝8月12日（水）  費用＝無料
連絡先：栃木県交通事故相談所　　028-623-2188
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②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
受
付
期

　

間
：
8
月
3
日
〜
9
月
1
日

　

午
後
5
時
）

※
詳
し
く
は
次
の
問
い
合
わ
せ
先

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
受
験
手
数
料
＝
7
、0
0
0
円

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

●
（財）
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　

 

0
3（
3
2
6
3
）7
7
0
0

●
栃
木
県
経
営
管
理
部
文
書
学
事

課
法
規
担
当

　
　

 

0
2
8（
6
2
3
）2
0
6
6

県
で
は
、「
も
し
私
が
知
事
に

な
っ
た
ら
こ
ん
な
事
を
し
て
み
た

い
」を
テ
ー
マ
と
し
た
作
文
を
募
集

し
て
い
ま
す
。知
事
に
な
っ
て
ふ
る

さ
と〝
と
ち
ぎ
〞の
た
め
に
や
り
た
い

こ
と
を
書
い
て
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
小
学
校
4
･
5
･
6
年

生（
県
内
に
通
学
又
は
在
住
）

▼
締
切
＝
9
月
4
日（
金
）

○
他
機
関
よ
り

福
祉
の
お
仕
事
を
お
探
し
の
方

を
対
象
に
、県
内
各
地
域
に
お
い
て

求
人
事
業
所
と
の
面
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

福
祉
の
仕
事
に
関
心
は
あ
る
け

れ
ど
、よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方

に
は
、セ
ン
タ
ー
の
専
門
相
談
員
が

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
9
月
18
日（
金
）

　

午
後
１
時
〜
午
後
3
時
30
分

▼
場
所
＝
真
岡
商
工
会
議
所

▼
対
象
＝
福
祉
の
お
仕
事
を
お
探

し
の
方
、転
職
を
お
考
え
の
方

で
、①
平
成
28
年
3
月
卒
業
見

込
の
専
門
学
校
生
、短
大
生
、大

学
生
の
方
、②
福
祉
の
仕
事
、資

格
取
得
に
興
味
の
あ
る
方
。

▼
内
容
＝
求
人
事
業
所
の
採
用
担

当
者
か
ら
仕
事
の
内
容
や
採
用

条
件
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

福
祉
人
材
･
研
修
セ
ン
タ
ー

　
　

 

0
2
8（
6
4
3
）5
6
2
2

求
職
者
の
就
職
支
援
の
た
め
、

「
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
」「
総
合
相

談
」「
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」

を
無
料
で
行
い
ま
す
。い
ず
れ
も
予

約
が
必
要
で
す
。

▼
内
容
＝

　

①
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー

　
　

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

　

②
相
談
会

　
　

午
後
1
時
〜
午
後
4
時

▼
場
所
＝
栃
木
県
庁
河
内
庁
舎

4
0
1
会
議
室　

▼
予
約
方
法
＝
8
月
19
日（
水
）17

時
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
に
お

電
話
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
宇
都
宮
労
政
事
務
所

　
　

 

0
2
8（
6
2
6
）3
0
5
3

▼
試
験
期
日
＝
11
月
8
日（
日
）

　

午
後
1
時
〜
午
後
4
時

▼
試
験
場
所
＝
宇
都
宮
大
学
峰

キ
ャ
ン
パ
ス（
宇
都
宮
市
峰
町

3
5
0
番
地
）

▼
申
し
込
み
方
法
＝

　

①
郵
送（
受
付
期
間
：
8
月
3

　

日
〜
9
月
4
日
消
印
有
効
）

▼
応
募
方
法
＝
4
0
0
字
づ
め
原

稿
用
紙
1
枚
に
ま
と
め
て（
余
白

に
題
名
）、裏
面
に
学
校
名
・
学

年
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
性
別
を

記
入
の
う
え
、県
広
報
課
あ
て
に

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
広
報
課

　

〒
3
2
0

－

8
5
0
1

　

宇
都
宮
市
塙
田
1

－

1

－

2
0

　
　

 

0
2
8（
6
2
3
）2
1
5
8

福
祉
の
お
仕
事
ミ
ニ
面
談
会

平
成
24
年
度
行
政
書
士
試
験

と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル

巡
回
相
談
会
の
お
知
ら
せ

第
23
回「
ジ
ュ
ニ
ア
知
事
さ
ん
」

作
文
募
集

とちぎの子ども育成憲章について
栃木県では、子どもを育むための大人の基本理念や行動指
針として平成22年2月に「とちぎの子ども育成憲章」を制定し
ました。
子どもたちが夢や希望を持ち心豊かでたくましく成長する
ために私たち大人が積極的に子どもたちと関わっていきま
しょう。

とちぎの子ども育成憲章
明日を担う子どもたちが　夢と希望を持ち
心豊かでたくましく成長することは　県民すべての願いです
わたしたちは　子育てに積極的にかかわり
子どもたちをみんなで育てていく決意を込め　ここに憲章を
制定します
わたしたちは
一、子どもたち一人ひとりを尊重し　命を大切にします
一、子どもたちとのかかわりを深め　思いやりの心をはぐく
みます

一、子どもたちとともに　学び　喜び　励ましあい　社会の
一員としての自覚を育てます

一、一人ひとりが子どもたちの手本となるよう行動します
一、とちぎの豊かな自然　伝統　文化を守り　子どもたちに
引き継ぎます

▶問い合わせ先＝
　栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課
　　  028（623）3075



広報かみのかわ  27.8.1

地域住民の生活上の相談、
人権にかかわる相談に応じます。
▶日時＝8月8日（土）
　　　　午前10時～正午
▶場所＝東館南集会所

▶相談員＝小野﨑 洋子　相談員
▶問い合わせ先＝
　福祉課　福祉人権係
　　　　  9128

日時＝8月16日（日）
　　　午前10時～午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）
＝8月3日（月）～14日（金）
費用＝無料
連絡先＝福祉課 福祉人権係
　　　  9128　　　　　6868

日時＝毎週水曜日 午前9時～正午
         （第5水曜日、祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝日常生活上に生じる心配ごと、
　　　困りごとなど
問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会
　　　  3166

隣 保 相 談

法 律 相 談

心 配 ご と 相 談

こ こ ろ の 相 談

お   の ざき   よう こ

【とちぎ子ども救急電話相談】 お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
　  028-600-0099　又は♯8000　【月～土曜日】午後6時～翌朝8時　【日・祝日】午前8時～翌朝8時（24時間）

開催日＝8月25日（火）
　　　　9月27日（日）
相談時間＝午前9時～正午
　　　　  （1人あたり1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
※事前予約が必要です。
▶問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係
　　　　  913356

56

56

56

56FAX

農
村
女
性
が
農
業
経
営
に
参
画

し
、積
極
的
に
地
域
で
活
動
を
展
開

す
る
こ
と
を
促
進
し
、自
立
す
る
女

性
農
業
者
の
育
成
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

若
手
女
性
農
業
者
を
対
象
と
し
た

「
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ー
ト
ナ
ー
講
座
」が

開
講
さ
れ
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、栃
木
県
河
内

農
業
振
興
事
務
所
ま
で
直
接
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
募
集
期
間
が
過
ぎ
て
い
て
も
、要

相
談
に
よ
り
受
付
い
た
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
20
代
〜
40
代
の
女
性
農

業
者
等

34

▼
場
所
＝
栃
木
県
庁
河
内
庁
舎
ほ
か

▼
申
込
み
期
限
＝
8
月
7
日（
金
）

ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
河
内
農
業
振
興
事
務
所

　
　

 

0
2
8（
6
2
6
）3
0
7
2

ご
家
族
の
介
護
を
さ
れ
て
い
る

家
族
の
方
同
士
の
交
流
、心
身
の
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目
的
に
家
族
介
護
者

交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。詳
し
い
内

容
や
日
程
に
つ
い
て
は
、お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
＝
平
成
27
年
10
月
15
日

（
木
）か
ら
16
日（
金
）の
1
泊
2
日

▼
行
先
＝
関
東
近
郊

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

友
愛
苑

　
　
　
　

8
8
8
5

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

ト
ー
タ
ス
ホ
ー
ム

　
　
　
　

2
2
2
0

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

ふ
じ
や
ま
の
里

　
　
　
　

0
9
5
8

「
高
齢
化
に
よ
り
農
作
業
が
つ
ら

く
な
っ
た
」「
コ
ン
バ
イ
ン
が
老
朽
化

し
た
」な
ど
、農
作
業
で
お
困
り
で

し
た
ら
委
託
し
て
み
て
は
い
か
が

で
す
か
。

町
農
業
公
社
で
は
大
型
農
業
機

械
等
の
効
率
的
な
利
用
に
よ
り
、コ

ス
ト
削
減
を
図
る
た
め
、秋
の
稲
刈

り
作
業
等
、農
作
業
の
受
委
託
斡

旋
を
し
て
い
ま
す
。

▼
斡
旋
農
作
業
＝
稲
刈
り
、乾
燥

調
整
、耕
起
等

▼
作
業
実
施
者
＝
農
業
公
社
の
農

作
業
受
託
者
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
営
農
集
団
及
び
認
定
農

業
者

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　
　
　
　

4
3
1
2

平
成
27
年
度

フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ー
ト
ナ
ー

講
座
受
講
生
募
集

家
族
介
護
者
交
流
事
業
の

お
知
ら
せ

秋
の
農
作
業
を
頼
み
た
い
方
は
、

農
業
公
社
へ

565256

56

上三川北地域福祉センターカレンダー

1
8
15
22
29

7
14
21
28

6
13
20
27

4
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24

5
12
19
26

開館時間＝午前8時30分～正午、午後1時～5時（●印は休館日）

9

月

日 月 火 水 木 金 土

4
11
18
25

3
10
17
24
31

2
9
16
23
30

7
14
21
28

5
12
19
26

6
13
20
27

1
8
15
22
29

8

月

日 月 火 水 木 金 土

▶問い合わせ先＝　　　 668556


